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月額変更届－昇給・降給で必要な届出 

■固定の給料が上がったり下がったりして、総額が大

きく変わったときの手続に、「月額変更届」というも

のがあります。 

 

■次の３つの条件に当てはまれば、届出をしないとい

けません。 

 ①固定給が上がったり下がったりした。 

 ②上がったり下がったりした月から３ヶ月間の給与

総額の平均額が２等級以上差が出た。 

 ③その３ヶ月とも、支払基礎日数が１７日以上だっ

た。 

 

■固定給とは、基本給、職能手当、役付手当、家族手

当、住宅手当、通勤手当などなど、毎月の支給額と

か、支給率が決まっているものです。 

 

■また、時間給の単価が変わったときも、固定給の変

動となります。 

逆に、非固定の給与とは、残業手当、精皆勤手当な

ど、毎月一定していない給与です。 

 

■２等級以上差が出た、とは「社会保険料額表」で、

標準報酬月額が今までの額より、２行以上差が出た

ことをいいます。 

 

■ただし、標準報酬月額には上限（健保１２１万、厚

年６２万）、下限（健保５万８千、厚年９万８千）が

あり、どれだけ給与が上下しても２等級以上の差は

出ません。 

ですので、その等級からそれぞれ一定額に上下した

場合は届出をすることになります。 

（上限・下限について、詳しくはお尋ねください。） 

 

■支払基礎日数とは、次の日数です。 

 ・月給、日給月給者 

  その月の暦日数から欠勤日数を引いた日数 

 ・日給、時間給者 

  その月の出勤日数 

 

■届出をするのは、固定給が上がって標準報酬月額が

２等級以上上がったとき、逆に固定給が下がって２

等級以上下がったとき、です。 

 

■ですから、固定給が上がって２等級以上下がった、

固定給が下がって２等級以上上がった、という場合

は、届出をしません。 

 

■例えば・・・・・ 

 今まで、基本給 ２００，０００円だった日給月給

の人が、 

     ↓ 

 ４月 （欠勤なし） 

基本給   ２１０，０００ 

    残業手当   ２０，０００  

     計    ２３０，０００  

 

 ５月 （欠勤なし） 

基本給   ２１０，０００ 

    残業手当   ５０，０００  

     計    ２６０，０００  

 

 ６月 （欠勤１日） 

基本給   ２１０，０００ 

欠勤控除  △１０，０００ 

    残業手当   １５，０００  

     計    ２１５，０００  

 

月平均   ２３５，０００円 

となりました。 

 

 基本給は１万円の昇給で、これだけなら月額変更に

はなりませんが、残業手当があります。 

 給与総額で見るため、２００，０００と、平均 の

２３５，０００を比べて、２等級以上差が出ますの

で、月額変更になります。 

 

■この月額変更届は、給与が変わった月から３ヶ月の

平均をとった次の月に届出をします（上記の例だと、

７月）が、届出をし、社会保険料を変えますが、実

際に給料から引く社会保険料は、届出の翌月に支払

う給料から変わってきます（上記の例だと、８月支

払いの給与から）。 

 

■この他、給与形態が変わったとき（月給から時間給

に、時間給が日給月給に、など）も、月額変更にな

るかどうか確認してみる必要があります。 
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■連続して固定給が変わった、という場合もその都度

月額変更になるのか確認します。 

 例えば、４月に昇給して５月に子供が生まれて家族

手当が増えて昇給した、という場合は、４～６月で

確認し、５～７月でまた確認します。 

 

■また、最近多く見られる、「一時帰休（レイオフ）」

について降給の月額変更の確認をしないといけない

場合があります。 

 

 ・レイオフにより、通常の給与より低額の休業手当

が支払われた 

 ・この減額が３ヶ月を超える場合 

 

 この両方に当てはまる場合には、月額変更を確認し

ないといけません。 

 

■また、その後レイオフが終わり通常に戻ったときも、

逆に昇給の月額変更を確認しないといけません。 

 

■この作業をしないで月日が経つと、翌年の基礎算定

のとき初めて分かり、それまでの差額の社会保険料

がさかのぼって全部まとめて請求されるので、固定

給を変えた、形態が変わったなどのときは必ずご連

絡ください。 

 

 

 

 

１．労働保険について 

 今年度も、労働保険料算定の賃金集計、工事高集計

に大変ご協力いただき、ありがとうございました。 

 今後の労働保険の日程が発表になっていますので、

お知らせします。 

7月 10日（木）  労働保険申告期限 

7月 15日（火）  労働保険料第 1期引落 

                 ～集金、振込等 

8月  8日（金）  労働保険料第 1期納付 

10月 23日（木）  保険労第 2期引落 

～集金、振込等 

1月 26日（月）  保険料第 3期引落 

～集金、振込等 

保険料の引落、集金、振込等についてもご協力をい

ただきたいと思います。 

 保険料の額については、「納入通知書」をお送りしま

すので、ご確認ください。 

２．基礎算定について 

 毎年 7 月は、社会保険の基礎算定（定時決定）とな

っております。 

 4、5、6月に支払ったお給料を報告します。 

 賃金台帳、出勤簿等をお預かりしなければいけませ

んので、改めてご連絡いたします。 

 また、今年は、基礎算定の時期に合わせ、諏訪市の

事業所対象に「算定調査」が行われます、。 

 まだ、日程等が知らされておりませんが、わかり次

第日程を組みますので、その際も宜しくお願い致しま

す。 

 

３．被扶養者の確認 

 今年も被扶養者の確認作業があります。また書類が

届き次第、基礎算定や算定調査と併せてご連絡いたし

ますので、ご協力お願い致します。 

 

 

（あとがき） 

 一番下の子が蓼科保養学園に行っていますが、あと10日

ほどで退園して戻ってきます。2 ヵ月というのは早いもんだ

なあと思います。 

 次男の野球も、今月の夏の大会がほぼ最後となります。約

2 年半くらいですが、今となっては、これもあっという間で

す。 

 先月野球の審判を務めている最中に両足を痛めてしまいま

した。肉離れまではいかなかったんですが、お医者さんに「そ

ろそろアキレス腱を切るお年頃だから、無理しないように。」

と言われ、そんなお年頃なんだな、と。 

まだまだ自分には関係ないと思っていたことが、実はもう

目の前だということを知り、やや愕然としているところです。 

（キムラ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大事な お 知 ら せ 

〒３９２－００２２ 諏訪市高島３－１２０１－９０ 

宮坂社会保険労務士事務所 

労働保険事務組合 諏訪労務管理センター 

Ｔｅｌ ５２－２４４４ Ｆａｘ ５２－６４６６ 

Ｅ－ｍａｉｌ： 

ｈｉｒｏｋｏ．ｍｉｙａｓａｋａ＠ｍｉｓａｗａｋａｉｋｅｉ．ｊｐ 

このほっとレターは、当事務所・センターとご縁

のあった方にお送りしています。 

なお、記載の情報等は、当事務所ホームページにも 

ありますので是非ご覧ください。 

http://misawakaikei.jp/sharoushi/index.html 
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